
ず立

度重なる台践の到来で璃の多い夏でしたo

重信町でも被害が出たようです。

皆離の訴は大丈夫でしたか ?o

3長著τ与す
等書将司容 !f報 10. :l2 

毒患持 : くGし伊イ事審会

遅くなりましたが. r井戸端だよち J第 27号をお届けします。

7月と 8月の「例会J，ま， 2関連続でストレッチ体損巷しました。

7月は時民会轄で， 8見詰ツインドームでしましたc

2閣とも， 1む名醸の参加でしたが，快い汗を読しました。

s月 21日(土)の夜，林きんきさで「出会い塾j を関纏しました G

韓E霊の撞宰諒さんとの棄しい交流でしたo

2月「耕j会J~ま努来年 4 月から擁行の介護保換に関する学智会をしました。

役場保験年金課介護保険保の謀部さんに出癒していただき，重信町の介護

保隣への取り組みや，現荘進められている事や予定されている事を開くこ

とができました O



ストレッチ体操を家庭で

7月例会 (7/2) 
8月例会 (8/30)

私達が立っていたり，座っていたり，歩いたりするに怯，体の筋肉や関節な

どに部分的に重い負担をかけてしまっています。

皆さんは，年を重ねる度に，上記の動作が少しずつ辛くなっていませんか?o

辛いとまでは感じなくても， 1 0代や 20代の頃に比べると，他の動作に移

るのに，時間がかかるようになっていませんか ?o

ストレッチ体操は，私達の筋肉や関節が，弱くなったり，硬くなっていくの

を，少しでも現状に止めようと体に働きかける体操です。

だから，毎日，少しずつ家庭で行うことが大切です。

今回は，朝・昼・夜とやる簡単な動きを紹介してみます。

《朝》 顔を洗い，タオルを使ったら，そのタオルの両端を持って，両腕

を思い切り上に上げる。

腕を上げたまま，体を左右に軽く曲げる o

《昼》 椅子に座り，背中を伸ばす。

首を前後左右に曲げる。そして回転。

次に，背中をしっかり伸ばしたまま，胸をゆっくりと膝に近づけ

る。体を戻す。これを数回繰り返す。

《夜》 足を前に投げ出したまま座り，上半身を左右にゆっくりひねる o

如何ですか ?o

他の動きも組み合わせると，体がもっと気持ち良くなりますよ…。

きあ，今日からやってみてくださいo



Let Stretch! 

梅雨の中休み。身体もストレスをいっぱい積め込んでぷくぷくです。

ストレッヂしませんか?とお誘いを戴きましたが、年寄りの冷や水。ー筋でも L 、

違えたら大変と、半分は敬遠ぎみに見学だけでもと患って出かけま:した。

余分無駄なお肉はありませんタイプの大六さんに参加しなければ意味ないです。

と駄目押しが出た所で覚悟をきめはだしになります。まず腹式呼吸~吸づて

吸って鼻から吸いますはい一寸呼吸止めて口からはきます静かにはーア、ア、

全部出lし切ってください。インストラクターの動作をちらちら追いおがら、

あちこちの骨、筋肉を伸ばしたり縮めたり あれー足の甲がつったどうしよう。

足首をぐるぐる廻したりグーチョキパーをしてみたり、どうにかおさまりました@

よかった一。

静かな曲に合わせてイメージをふくらませながら手足を動かすうちだんだんと

筋肉もリラックスしてきて、何だか無我の境地に引き込まれていきます。

いつも・使わない筋を気持ちよく伸ばすと新鮮な血がとくとくと全身を流れていく

様な気がしてきます。

自護という字があります。竹は雪の重みでしなっても折れないように自分の隈界

まで、曲げたりそったりできるのはこの上ない幸せなのだと実感致しました。

しっとりと汗ばんだ後の気分は申し分ないの一言でLた。
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一分譲保換について一

吉見開会(告 /27)

来年 4月の実権を前iこ，霊f富町の介護保験への取ち組みは，どう選んでいる

のか ?o また，費n蛮患の保険福祉サーピスは，今後どのような計麗を持ってい

るのかを知りたいと患い，学習会を開いたc

まず，雷Iの介護保験保む護部さんから，パンフレットに基づき説明を開いたG

重量{言町の高齢化率は，平成 11年 4月 1日現在 17 . 58 %で，全国平均の

1 6.20 %を上国っているし，これからも増加額向にある O

保験料は，額的介護報醗i額が来年 1月iこ決定される予定なので，時の決定

時，来年 3月になりそうだ。

介護認定審査会は，}I!内町，中島町，重信町の三町合同で行うが事保験料

i立，各町で異なる。

申請から認定通知までの期間は， 3 0日以内iこ行われることになっている

が，通知が運くなっても，申請自に趨って適用されることに註っている O

その後，参加者各自が，介護保験に関して不安に感じていることや，嬢間iこ

患っていることを鷲関した G

主な質問内容は，介護保険心各設階での『公平性JI ，こ関することだったc

女 要介護認定の基となる調査員の調査票は，人によって見方が違うし，陸部

の意見書札専門分野で江いと正しい卒Ij麟は難しいだろう o 各々 1人ずつの

判断では，公平牲に欠するのではないか?凸

女 ケアマネージャーについて，その身分が各老人事業所に属するのなら，ケ

アプラン作成時に本人む望む事業所に入所できなくなるのではないか?。

ケアマネージャーは，町役場職員でないと，公平屯ケアプランを作成して

もらえないのではないかという不安がある。

* 吉立又は嬰支譲との判定を受けると思われる，現在の施設入居者の 5年後

は，時保険福祉サービスでどのような対応をしていくのか ?o

以上の意見について，現在のところの町としての対策や計爵は聞けなかった。

町は芦 E患の指導を守りながら，舗の予算措重量を待ちながら作業を進めているよ

つ f~ 0 

しかし，全盟各地では，操々な穀り組みが検討され事テレビや新開等で毎日

のように報道されている。
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9月 27日、町民会館で行われた F介護保険制度』の説明会に参加し重した。知れぼ知るほど

疑問がわいてきました。以下、私の疑問点や意見を霊とめてみ霊す。

1. これまで行ってきた行政サーピスは、どうなるのでしょう。介護保険が始霊つでも、また

行ってくれるサービスがあるなら、ぜひ公表してほしい。

2. 一旦全額自己負担した後、申請により 9割が後で市区町村から支給される現物給付のサー

ぜスがあるそうたげど、お年寄りの中にほ、金融機関でお金を下ろすのが難し川人もいるの

では?

3. 在宅サーピスは 12種類に限定されてしまう。たとえば食事サーピスなどは民間会社によ

って補うことになるのだろうげれど、費用の負担が増えるのではないか?

4. ポームへjレパーさんも、ι 一人ひとりのお年寄りにトータノレに関わる事ができなくなるので

}ま? "福祉の商品化"とよく荒慎されているげれど…。

5. 要介護度の認定と、ゲアアラン作成におげる公平控の問題。何といっても一番気がかりな

のがこれでず。まず、要介護度め認定にういてでずが、訪問調査め際、現状よりも悪いよう

に答えたり、ふるまったりしておいた方が得たというのが常識になりううあります。正産者

が損をするようでほ因るのですがh ・0 そして、かかりうげ医の志見書が大きな歩ェートを占

めるようだげれど、一入の医師の意見のみによっていて公平位ほ保てるのでしょうが?

さらに、市区町19-内での判定チーム間で判定のばらうきができることも予想されます。・朝日

新聞 (1999年9月24日)によると、花九州市でほ、 f平準化委員jを作ってドるそうですが

重信町でほどうなのでしょう。

次に、ゲアてすネジャーがゲアプう芝ンを作成する場合にういての疑問。ゲアぜネジヤ~Iまサ

'ーピス提供をずる施設に所属している場合が多くなるようでザ。施設に雇われでいるという

状況の中でゲアプランを作成して、はたして中立位が保てるでしょうか。利用する立場から

考えでも、ゲアてすネジャーに相談するより以前に、施設の選択を先にしないといげなくなり

ます。順序が逆転してしまうのです。そして、そのサ「ピス提供事業者にういでめ情報をど

こから得ることができるのでしょう;厚生省iまよイジターネットで検索できるようにするそ

うでずが、所在地や電話番号などの基本情報のみでず。我々が本当に知りたいのはサービス

の質にういてなのでず。島己選択を迫られでも、多数の施設の中から自分に合った施設を見

うげ出すのほ、なかなが大変です;?とのゲアぜネジャーこそ、中立の立場をとる行政に関わ

っていただきたいと思いまず。行政も事業者に介護報酬を支払うのでずから、アラン作成と

事業者の監督をしっかりと行ってほしいものです。

(E.K) 

r 



合議機母説明を還し}て感じたこと A Q 描

路工からいただいたりーブレットに持、 「できるだけ家睦で介護する家藤の負担笹軽識し、

弁護を社会全体で支え、老後の不安を取り除き、安心して暮らしていただくための新しい

制度として、介護保験君主Ij1tは創設されました。 j とありますが、説明を開いていくにつれ

て?? ?と壌開ぜかりが出てきてしまいました。具体的には、

母介護課験料を払った上に升護サーピスをうけた科婦金額の 10%を自己負鎧し指ザりば

註らず、話号鐸の抵い人は介護が受けにくくなる。

母「自立J r'要支援j と暫定され，た人や、元気な話人の福離が樹品れる額向が強い。

電話確実』こ保験料巷霊童較できる第 2号披擁験者。〈サラリーマン等〉から全体の 33%をしっ

かり確轄しておいて、老化が原題とされる覇気銭外は升護課離が受けられえまい。

窃開語家族めいる入試家藤の支寵を受けながら介護サーどス安利期すればなんとかなるだ

ろうが、独居の人が介護が必要となったと在、月額升護サーピスを舘い知ったら金額負担

をしなければサーピスが受けられず、特潮聾護老人ホームや老人保験擁設にも入居が難し

いと註ると、一体どうなってしまうのか。

母介護認定方法が不十分。

母舟謹サーピス討離〈ケアプラン)の専門員(ケアマネーデャー)が、公的機関に所属す

る人なも公平に計画安立てても§えるだろうが、実擦は民間の病院@老人ホームに所属す

る人が多く公平な立場で計画が立てられるのか。(自分で計画を立てる事はできる o ) 

等とザッとあげてもこれだけの不安材料ばかりが出てくる。さらにここにきて、低所得

者に瞬静升護サーピス自己最担の 10%→ 3%，こ軽輔しようというありがたい話しが出て

きたが、政措的註思惑がちらつき、謂費税と関じく 3%!ま初めだけで上げていくのは確実

であろう o

介護保験リーフレット時最後に、 F万が一、介護が必要となっても、これからは介護鋸

験が支えてくれるので安f.¥です。でも、解よりも大拐な的は鍵麗で生きいきとした毎日

過ごすことo できることなら、介護保離のお世話にならず、いつまでも元気でいたいもの

ですね。 j と結んであ与ます。そうありたいと麟つてはいますが、いざという時安心して

自分の身をゆだねられるシステムι宵っていく升護銀融であってiましいものです。



高齢社会のなかで、介護の問題はまさに国民的な課題となって

きています。過剰な介護疲れによる無理心中などが相次ぎ、家族

の深刻な事態は察するに余りあります。

1997年12月9自に衆院で可決・成立した介護保険法はこうし

た状況を真に解決するものでなければならないはずです。ところ A

が実際は、政府のいう「構造改革j の名のもとに公的責任をかな丸J

ぐりすて、私たちのたたかいとってきた社会保障を根底から奪っ

てしまうものに他なりません。

政府は消費税も高齢化対策には6%程度しか使わず、銀行救済

に30兆円も投入しながら、社会保障費を削減し続けています。

介護についての基盤整備が極めて不充分なままに国民負担を増

大させ、現行の福祉サービスの基準さえ切り下げられることが予

測されています。加えて規制緩和をして営利企業の参入を許し、

サービスの足りない分は各自がお金で買ってもらおうというので

すから、金の切れ目が介護の「切れ目Jとなりかねません。

実施主体である市区町村も財源不足のまま、政府の指示する事

業計画の準備を、この4月からそれぞれスタートさせています。

介護保険制度の問題点を的確につかみ、豊かな人間らしい介護ー

保障を求める運動を広範に強めていくことが急務になっています。ν
私たちの運動の力で、シルバーパスや老人・障害者医療費助成

制度を守り抜いた画期的成果をさらに発展させていきましょう。

この冊子がその運動を拡げていくために大いに役立つよう顕っ

てやみません。

/ 戸¥

/' 1998年5月

〈東京社会保障推進協議会
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いいえ、だれでも受けられるわけではありません。

e それは、介護が必要なとき介護保険の給付(サービス)を受け

たいと思っても認定審査会で f認定された人」しか受けられない

からです。認定される人はかなり重度の人に限定され、いまデイ

サーピスなどを利用している人の多くが、対象からはずされるの

ではないかと危慎されています。厚生省は、 65歳以上で給付を受

けられる人を13%と推計しています。残り87%の人は「保険料を

ただひたすら払うだけJです。さらに40議----60歳までの給付は、

わずか0.23%と推計し、内容も加齢による若年性痴呆、脳血管障

害などに限定され、交通事故等により要介護状態になっても受け

られません。

つまり、医療保険のように保険料を払い保険証さえ持っていれ

ば必要なとき誰でもつかえるものではないのです。だから「保険

料あって介護なしj と言われています。

( e) 



出 会 塾

(8/21) 

今夜は，韓国の人と会って話ができるぞ!…と，妙に張り切る 8月21日土

曜日の朝 6時40分o 私は， NHKテレビで放送されるハングル語講座に・

チャンネルを合わせていたo

付け焼き刃でもいいから，少し韓国のことキ知っていようと恩ったのだ。

韓国の釜山から日本にいらした崖(チェ)さんは，患っていた以土に日本語

会話が上手く出来る方だった。 参加者一同，本当に感心してしまう程だった。

(中学生の質問)

日本語を，どんな風に勉強したのですか ?o

{農さんの答え)

師に恵まれたこともあるけど，日本語会話を入れたテープを，テープがす

り切れる位まで何回も聞いた。

外国語学習は，樹き慣れることから始めると良いと思います。

{撞さんが日本に来て感じたこと)

人口 500万人の釜山の市民気質が，大阪に似ているu

日本のテレビは，何でも流しているように思うが，韓国では，市民が

テレピの放映内容を厳しくチェックしているo

日本人とのコミュニケーシ g ンは，私にとってやりやすいものo

韓国人は，イエスかノーの二者択一で中間がない。

o 日本の女性は，自己主張する人が少ないように思う。

日本と韓国の教育システムは，よく似ている D

予定していた時間が過ぎても，話題は尽きなかったけど，又の機会を期待し

て，関塾となった。

今夜の出会いで，私の中の世界の輪が，また広がった。

I! 
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盟I

時

所

日

場

嚢{雲町

電
気
代

5
銘
節
約

アーマ

臨時会員者募集しておちます。くらしの学習会で措，

1.む00再/年購読会員2.0的丹/年活動会員

01610-5-21026 

o 8舎一号 64-695号〈林〉

くらしa学習会議込口産番号〈郵告を局)

TEL.FAX 題i¥含むせ完


